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平成２７年策定の「小美玉市立小中学校規模配置適正化実施計画」では，小川北義務教育学校の

開校時期は令和５年度とし，令和３年度の工事着手というスケジュールで進めてきましたが，この

度，校舎建築の財源である文部科学省の補助金等が，本年度内に交付されることになりました。  

現在の小学校が過小規模校であることや，校舎が老朽化等の状況にあることを踏まえ，１日でも

早く，子どもたちにより良い学習環境で学んでほしいという願いから，開校時期を,１年前倒し

となる令和４年４月とし，本年度より工事に着手することとしました。 

９月１０日(木)に，第１４回開校準備委員会を開催しました。 

【議事内容】開校時期の変更及び今後のスケジュールについて 

 

第 14 回開校準備委員会を開催 

小川北義務教育学校 

開校準備委員会だより 
【第 13 号】 

 

このたよりは，小川北義務教育学校開校に向けた準備の情報をお届けするものです。 

今号では，第１４回開校準備委員会の様子をお知らせします。 

開校時期の変更について 

今後のスケジュール（工事工程） 

放課後子どもプランの建設場所

は，変更になります。利用者の送迎

の利便性・安全性を考慮し，学校敷

地外の近接地を取得し整備予定で

す。（具体的な場所は未定） 

本年１０月上旬に，入札に

より工事事業者を決定し

ます。１０月下旬に契約・

着工し，令和４年２月末に

校舎完成予定です。工事に

あたっては，生徒への安全

対策・騒音対策には，十分

配慮した上で進めていき

ます。 

令和３年９月に新校舎側の

昇降口を仮使用し，既存校舎

の職員室等を改修します。 

新校舎 

既存校舎 
改修範囲 
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仮設駐輪場の整備
既存駐輪場の解体

令和２年度

外構工事 外構工事

先行改修

付帯工事
外構工事

新校舎建築工事

既存校舎改修工事

工事工程

令和３年度

児童・生徒昇降口→ 

新校舎と既存校舎を

接続します。 

放課後 
子ども 
プラン 県道 359 号 

茨城空港線 

県道 144 号 紅葉石岡線 
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今後のスケジュール（開校準備委員会） 

発行：小川北義務教育学校開校準備委員会 

（事務局）小美玉市教育委員会  
施設整備課 学校づくり推進係 

〒311-3492 小美玉市小川4-11 
電話 0299-48-1111（内線2211・2212・2213） 
Eメール shisetsu@city.omitama.lg.jp 

開校準備委員会の日程は、市のホームページ
でお知らせしています。委員会は，自由に傍聴
できますので，詳細は事務局までお問い合わせ
ください。 

〇開校が１年前倒しとなる計画は，いつごろから進んでいたのか。 

前倒しの検討が始まったのは，文部科学省の補助金等が財源として見込めることになった 

７月です。 

 

〇１０月末に着工ということだが，工事事業者の手配は間に合うのか。 

工事事業者については，９月８日から，入札公告により募集を行っており，１０月上旬に入 

札を行う予定です。 

 

〇限られた短い期間での工事は，監理のしっかりした事業者でないと難しいと思う。 

入札公告には参加条件を付しており，県内の，一定規模の建築の実績がある会社が，入札

に参加できることとしております。施工会社だけでなく，実施設計を行った設計事務所にも

監理を依頼するなど，監理には注意を払いながら工事に着手していきます。 

 

〇新しい制服・体操服は，令和３年４月から着用開始となるが，開校年度が１年早まることで，

現在の１年生は旧デザインの制服のまま，開校を迎えることになる。現在の１年生に，新しい

制服を無償で支給したり，補助金を出したりするといったことは考えられるか。 

  玉里学園義務教育学校の場合も，来年度の開校時には１・２年生が新デザイン，３年生が旧

デザインとなり，新旧デザインが混在します。そういったことも踏まえ，制服の補助等につい

ては，今後教育委員会内で検討します。また，令和３年４月から着用開始となることで，体操

服については，買い替えのタイミングで新しいデザインを早く買うことができるというメリ

ットがあります。 

 

〇ＰＴＡ・後援会では，令和５年開校に向け予算を調整していたが，開校が早まることで，予算

が若干余ることになってしまう。 

  ＰＴＡ・後援会の予算については，今後，ＰＴＡ部会の中で，予算を残すのか，あるいはど

のようにして上手く使っていくのかということを検討していければと考えています。 

 

〇開校が１年早まることによるメリットとして，どのようなことが考えられるか。 

①現在学校で求められている充実した教育を，１年早く受けることができます。 

②新しい学校の前期課程では，１学年２学級編成を予定しており，３０人程度の学級で学習す 

ることになるため，人間関係が広がり，より深い学びが実現できます。 

③３つの小学校の地域がまとまることにより，それぞれの地域の教育力が向上します。 

④中学校に上がる段階で，中１ギャップにより不登校の生徒の割合が高くなりますが，１年早 

まることで，不登校にならず中学校に通える子どもたちが増えることになります。 

 

 

開校準備委員会については，スケジュール・検討内容に大きな変更はなく進めていきます。 

スクールバスの乗降所・運行経路については，本年度内の決定を目指し，検討を行っていきます。 

主な意見 


